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令和７年度第１回四條畷市人権文化をはぐくむまちづくり審議会 会議録 

 

１．日 時 ： 令和７年１１月２５日（火） 午後３時～午後４時４０分 

  

２．場 所 ： 四條畷市役所 本館２階 ミーティングルーム 

  

３．出席者 ：（委 員）９名 

青栁委員、河江委員（副会長）、鈴木委員、田中委員、平田委員、 

南畑委員、森田委員、山本委員、𠮷田委員 

 

（事務局）２名 

宇都宮（人権・市民相談課長）、井上（人権・市民相談課主任） 

 

欠席者：（委 員）１名 窪委員（会長） 

傍   聴：０名 

  

 

●河江副会長 

それでは、定刻より５分遅れており会長がまだお見えではありませんので、私の方で進めさせていただきます。 

ただいまから、令和７年度第１回四條畷市人権文化をはぐくむまちづくり審議会を開催したいと思います。 

審議に入ります前に、まずは定数の確認についてご報告いたします。 

本日は、委員１０人中、現在９名の委員にご出席いただいており、過半数となっておりますことから、四條畷市人権文

化をはぐくむまちづくり審議会規則第３条第２項の規定により、会議が成立していることをご報告させていただきます。 

それではまず、本会議の公開、非公開について決定したいと思います。 

四條畷市では、審議会等の会議につきましては、「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき、原則として公開

することとされておりますので、皆様、特に異議がございませんでしたら、公開することとしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

（異議なし） 

ありがとうございます。 

続きまして、本会議の会議録につきましても、先ほど申し上げた指針に基づいて作成が義務付けられており、その記

載内容につきましても、審議の経過がわかるように、各委員の氏名を記載の上、発言内容を明確にして記録すること

となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

まずは、案件の１つめ、「四條畷市人権行政基本方針に係る令和６年度実績報告について」です。 

事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

まず冒頭ご説明に入る前に、皆様方におかれましては昨年度、この人権行政基本方針の改定に際しまして、
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審議会へのご参加並びに様々貴重なご意見、ご助言をいただきましたことについて改めて御礼申し上げま

す。 

皆様方から今年３月に答申として基本方針の案をいただいた後、当初スケジュールのとおり、庁内会議を

経て、今年６月に成案化させていただいたところでございます。 

本日は基本方針改定後最初の審議会ということで、令和６年度の取り組み実績について様々ご意見をいた

だき、それを庁内にフィードバックすることで本市の人権行政の推進に繋げていくという、この審議会の

基本的な役割を果たす回という位置づけになっておりますので、ぜひご忌憚のない意見、それから委員皆

様方で積極的にご議論いただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは詳細につきましては、担当からご説明させていただきます。 

 

●事務局 

それでは、ご説明させていただきます。 

まずは簡単にアウトラインとなる部分から少し丁寧にご説明させていただきたいと思います。  

本市の人権施策の推進について、市が取り組んでいくに際しての根幹となるものという位置づけのもと、

「四條畷市人権行政基本方針」というものがございまして、本市が抱える主要な人権課題や、その解決に

向けて取り組んでいくべき行動指針が記載されており、この行動指針に基づき、人権行政の推進に向けて

日々各部署が取り組んでいる、ということになっているところです。  

この庁内の各部署で行われている人権行政推進に向けた様々な取り組みについて、外部からの視点で様々

なご意見やご指摘をいただくことで基本方針の進捗の管理を行い、よりいっそうの人権行政の推進に繋げ

ていくことを趣旨に、毎年度１回、この審議会を開催して、ご意見をいただいているといったこれまでの

経過がございます。 

冒頭話のあったとおり、この人権行政基本方針につきましては、今年の６月に改定を行ったところでござ

いまして、皆様ご承知のとおり、これまでの項目に加えて、近年の社会状況にも鑑み、「インターネットに

関する人権侵害」と「性的マイノリティの人権」について、新たに項目立てを行っております。 

今回、令和６年度の実績報告となってございますが、お知らせしておりましたとおり、改定後の基本方針

の項目に基づいてまとめておりますので、よろしくお願いいたします。 

本日の資料につきましては、すでに事前送付させていただいているところです。 

まずは、「【資料１】四條畷市人権行政基本方針に係る令和６年度実績報告書」、「【資料２】令和６年度各課

実績一覧表」、「【資料３】令和６年度前進事業一覧」となっており、令和７年度に各課において前進をめざ

す事業についてまとめたものが、「【資料４】令和７年度目標設定」となっております。 

あと、先日お送りした資料プラス本日お配りさせていただいている資料といたしまして、「令和６年度実績

報告に対する事前意見・質問等内容一覧」で、こちらは後ほど説明させていただくんですけれども、こち

らも委員の方々からいただいた意見に対して回答としてまとめさせていただいたものとなっています。 

なお、昨年度の審議会の際に、今回資料２とさせていただいている「各課実績一覧表」について、青栁委

員から「二重丸（前進）がどれだけ増えてきているかということが、これだけでは読み取りにくいので、

次回から増えていく状況をお知らせ願えたら」というご意見があったことを踏まえまして、今回から、前

年度の数と今回の数の集計を新たに追加し、比較ができるようにしております。 

また、事前送付させていただいた資料に対し、あらかじめご意見やご質問などがあればということで照会

をさせていただき、平田委員と山本委員からご意見等を賜りました。 

平田委員からは、資料３の２ページ目のところで、情報政策課に対し、『「４．行政情報の開示と個人情報



3 

 

保護」の情報政策課などで、「e ラーニングや情報セキュリティなどの合同研修」というものがでてきます。

ほかの資料上でも時々でてきますが、それはすべて同じ教材を使ったものなのでしょうか？その教材の信

頼性がもし確かなものでしたら、市民も利用できるものなのでしょうか？』というご質問をいただきまし

た。 

これに対しての情報政策課からの回答は、『e-ラーニングは総務省や地方公共団体情報システム機構が地

方公共団体職員向けに提供している教材を利用しています。また合同研修は個人情報の所管課である総務

課と情報セキュリティの所管課である情報政策課が庁内職員向けに実施しているものです。 

教材についてはそれぞれの機関がその目的等に応じて異なっておりますが、研修対象者がいずれも行政職

員向けの研修となっていることから市民向けの研修にはならないと考えております。』となっています。情

報政策課の方に追加で確認をしたのですが、市民の方も利用できるかとの質問だったんですけれども、こ

ちらは行政職員向けということで、市民の方は利用できないとの回答でした。 

 

●平田委員 

これは、パソコンの設定方法とかの研修なんですか。 

 

●事務局 

行政職員向けの、個人情報の漏洩をいかにして防ぐとか、万が一情報漏洩が起こってしまった時の庁内へ

の報告の仕方ですとか、対外的に公表する流れというか対応についての研修になります。 

 

●平田委員 

悪意のあるウイルスがどういう時に感染するのかなどを周知させるものではないわけですね。こちらから

情報が出ないようにとかそういう感じなんですね。 

 

●事務局 

行政職員としての心構えですとか、こういった事をすると情報漏洩に繋がるというような内容です。もち

ろんネットワークでどういったことをするとウイルスに感染するのかというお話も含まれます。 

 

●平田委員 

そんな専門的な内容ではない訳ですか。 

 

●事務局 

色んなメニューがあって専門的な部分もあるのですが、平田委員がおっしゃっておられるのは、簡単な市

民のインターネットリテラシー向上に繋がるようなもので、公開できるようなものであれば、皆さんで使

えたらというのがご質問の意図かと思うのですが、それでよろしいでしょうか。 

 

●平田委員 

この間サントリーのセキュリティがやられた件で、職員の人たちでどういう時にウイルスが入ってどうい

う時に感染するかとか、本来の仕事に全然関係ない人でもそういう知識を持っていないと入れられてしま

うから、全員が知っておかないといけないという共通の部分があります。ああいうものは感染していくの

で、職員さえ知っていればというのではなく、市民も集団が知っていたら集団免疫じゃないですけど、対
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策ができるので、使えたらいいなと思って聞きました。どちらかといえば、職員の心構え的な感じなんで

すね。 

 

●事務局 

現時点では、そういった市民向けにはなっていないので、使っていただける状況にはないということです。 

 

●平田委員 

みんなからパソコンおかしいんだけどという相談をよく受けるのですが、たくさんウイルスが入っている

スマホとかパソコンとかが結構あって、どういう時に入ってしまうかという知識などがまず広まっていな

いという状態です。プロの人でもウイルスが入ってしまうというケースがあるので、集団で防止できるも

のがあればいいなと思って聞きました。ありがとうございました。 

 

●事務局 

また、山本委員からは、資料４の１ページ目のところで、総務課に対し、『事業名称；情報公開請求に関す

る研修の実施』ということでいただいているのですが、もしよろしければ、山本委員の方からご提言に関

しまして簡単にご説明いただけますでしょうか。 

 

●山本委員 

令和６年度に市が情報公開請求を非開示にした行政処分が誤っていたケースがあったと聞きました。こんな失敗は

めったにないことです。ですからこのタイミングで、令和７年度中に、具体的な事例を取り上げて情報公開条例の解釈

運用について、なぜ事務所管課（税務課）と条例の主務課（総務課）は誤った判断をしてしまったのかを、全職員で

再考してほしい。そのために、必要な研修の機会をもっていただきたいと考えたのです。 

 

●事務局 

ありがとうございます。 

こちらのご提言につきましては、総務課の方に確認しましたところ、令和７年度中に、行政文書の開示請求と個人情

報の開示請求についての研修を各課の文書主任を対象として実施する予定とのことで、各課においては、文書主任

からその研修で聞いた内容を他の職員へ伝えるという形になっております。 

 

●平田委員 

研修というのは、どこかから講師の方が来られるのですか。どんな感じなのでしょうか。 

 

●事務局 

具体的な内容や方式については総務課から確認を取れていないのですが、山本委員からいただいたご意見は総務

課へ伝えておりますので、内容については今回のご意見をふまえて検討がなされるかと思います。 

 

●平田委員 

研修とは、どんな内容なのでしょうか。 役所の研修を受けたことがないから、講師の人が来ているのか、どんなことを

しているのかなど。 
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●事務局 

総務課の研修は、まだ内容を練っているところです。当然色々な研修が市役所の中であるのですが、我々がやってい

る人権研修で言いますと、基本方針に書いてある同和問題ですとか色々なテーマがありますが、専門の講師を呼ん

でやる方が多いです。 

 

●山本委員 

研修の講師なら、具体的な中身をよく知っているのですから、審査会の委員長がいいのではないかと私は思います。

情報公開請求を審査した人だから、こんなことになるのはまずかった、それなら最初からオープンにする事案だったと

いうことを、話してもらえばいいと思います。 

 

●事務局 

ご意見は、担当課へ伝えさせていただきます。 

 

●山本委員 

担当の総務課もよくわかっていないかもしれません。 

 

●事務局 

山本委員のおっしゃっているとおり、鉄は熱いうちに打てということで。 

例えば、本来あってはならないことなんですけれども、同和問題で差別発言とかがあれば、すぐさま市長と会議を開

いて共有して、大阪府の関係課と共有してというマニュアルになっていますので、事件が起こった時にすぐさまやると

いうのが再発防止に向けての第一歩になると思います。 

 

●事務局 

各委員から事前にいただいた質問は以上となります。簡単ではございますが、資料についての説明と事前にいただ

いた質問の回答となります。 冒頭話のあったとおり、毎年度、市の各部局が基本方針に定める行動指針に基

づいて行った取り組みを取りまとめさせていただき、それに対してこの審議会で様々ご意見をいただき、

それを庁内にフィードバックをすることで、人権行政の推進を図っていくということになっておりますの

で、本日は皆様方から忌憚のないご意見や、委員間で様々なご議論をいただければと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

 

事務局からの説明は以上となります。 

 

●河江副会長 

ただいま事務局から説明をいただきました。皆様この説明について何かご意見等ございましたらよろしくお願いしま

す。挙手してお名前の方をお願いします。 

 

●𠮷田委員 

山本委員のご指摘の問題については、情報公開に係る手続なり精査に係る情報公開としての手続上の問題になり

ますね。行政手続の信頼性の問題だと思うので、これは確かに。 

ここからは私自身の実績報告に関する意見を述べたいと思います。ただ一点なんです。今年の４月８日付けで銭谷
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市長に対し私たちが答申した内容のうちで、その一項目目に四條畷市人権行政基本方針の具体化の運用に際して

は、課題に対する対策を講じることはもとより、積極的な権利保障を行っていく観点から、能動的な取り組みが行うこ

とができるよう職員の意識改革に努めること、ということを提言させてもらいました。ついては、市として我々の提言に

対してどう取り組んだか、また取り組んでおられるか。 

これは実績報告の中に落とし込んでいることと思うんですけれども、ただ一方で、今回の人権行政基本方針の中にも

資料として添付されていますが、例えば人権行政基本方針の４２ページ、人権行政概念図というのがありますけど、ご

覧いただけますか。基本、役所で行う仕事の一番の最高上位法は日本国憲法であってという説明だと思うのですが、

役所は市民の社会的権利の実現を保障するという役割を担っている。 ここから言いたいのは、いわゆる役所の仕事

は人権行政だということになっているんですよね。 役所の中には７００本近い事業があるんですよね。今もっとあるか

もしれない。それぞれの持ち場で働いている職員が一番下の縦横の線です。例えば市行政に関わっている持ち場の

人たちが、女性に関わる人権、子どもに関わる人権、外国人に関わる人権についてどのような事業を行っておられる

のか。また、今後我々が経験させてもらった新たな人権行政基本方針の中で法制化されたものを、どのように具体化

していくのかというようなことが。実績報告は、あくまでも去年と今年を比較対象して、前進したのか、据え置きなのか、

後退したのかということなんですけど、より具体的に一人一人が職員研修ということでみんな集まって、部落差別をは

じめとする色んな課題について研修を受けるというのはもちろんのことなんですけど、それぞれの課の持ち場の中で

それぞれの人権課題について自分たちが仕事の中でどう取り組むのか。例えば、先ほどあった情報公開の問題も同

じだと思うんですけど、情報公開は何も総務課だけの問題ではないんですよね。福祉の分野でも、例えば僕が民生

委員になって市内の高齢者のところに行こうと思っても、当然個人情報保護法という法律の中で個人のプライバシー

はまず保護されないといけない。 

と言いながら、一方では震災が起きた時、火事が起きた時、一人の高齢者が誰にも助けを求められずに亡くなるとい

うケースが頻繁にある中で、一方ではその個人の情報ではあるけれども公益に帰する、そういう民生委員の人たちが

アクセスできるような仕組みとか規則を、どう法律の壁を持ちながらも解決できるのかというようなことを、日々日常

的に、例えば福祉課なら福祉課で考えておられるのか、本来の実績報告の中に盛り込まれなければいけないのでは

ないかと私は思っています。  

そういうことを具体的に一つ言うと、市民レベルでボランティアで、元学校の先生などが中心となって日本語教室とい

うのをしておられますよね。それで、四條畷の日本語教室に一度情報アクセスしてみたら、今留学生とか日本に来て

就労している人たち、またその子ども、中国残留孤児といわれるような子どもたちの孫であったりひ孫であったり、四

條畷に住んでいる、そういう人たちに対する日本語教室をやっているんだけれども、あまりにもニーズが大きすぎて、

本来１対１で学習するべき授業が、入室待ちになっているということ。市民活動だから行政が知らなくていいというこ

とではない。日本語教室をサポートしている社会教育部があったり、公民館があったり、そういう人たちと市民とがど

のようにこの行政方針を裏付ける取り組みを具体的にお互いに話しながらやっているのか。実際５年おきぐらいにス

パンを切って方針を作り、その間に起きた色々な事を総括して次の方針に向かう訳ですが。よりイメージがしやすい、

そういう風な具体的な施策と、その施策によって生まれた成果であったり、検討事項であったりというものがより受益

する市民の側からも見えるようにしてほしいというのが一つの提案なんです。 

一番最後にもう一点だけ。今日はこれだけ言って帰ろうと思っていたんで。すべて人権に関わる様々な活動をされて

いたり業績を持っておられる方ばかりなので、あえて言う必要はないかもしれないけれど、来月７日この四條畷市で

人権週間でヒューマンライツトーク＆コンサートというのをやりますよね。その講師をされている松本城洲夫（まつもと

しずお）さんという方が、１７～８年前に論文を書かれていて、その論文がたまたま僕が審議会に来る前に色々な資料

を見ていたら出てきたんですが、こんなことを書いてあります。ちょっとだけ読ませてもらいますね。 今日、日本社会に

おいて人権についての共通理解は果たして生まれているのでしょうか。中には人権＝差別と、差別を読み替えたもの
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として人権を考えている人もいるようです。またそこまで極端な誤解ではなくても人権を事実上の差別と結び付けて

捉えている人は結構多いのではないか。（中略）確かに差別の問題は人権に深く関わった問題ですが、人権＝差別

ではありません。１９６５年に出された同対審答申にある人権は、近代社会の原理である市民的権利と理論に他なり

ません、とおっしゃっている。 

当たり前のことと思っているのですが、どこか私たちの中で、人権＝差別という意識がないか。あくまで一般的な市民

の人たちが、例えば来月６日にハンセン病問題についての市民講座、私たち人権協会の連続講座に来られます。し

かしこれはあくまで、ハンセン病問題と言いながらも、ハンセン病にかかった元患者の問題なのだという認識がどこか

にないか。それはその人たちが生きにくくなっている状況を作っている周りの人間が啓発されるべきことであるから、

本来その人たちの問題ではなく私たちの問題ですよということを、さらに具体的に教育啓発として取り組まないといけ

ないと思っています。だから最初の問いに戻りますけど、我々がこの今回の新しくできた行政指針に注文という形で付

けさせてもらったその積極的な権利を保障していく観点から、能動的な取り組みを行うことができるよう、職員の意識

改革に努力してほしいということなんで、果たしてこれをどんな形でどんな風にしてできるのかな、また取り組んでお

られるのかということをお聞きしたい。今日はこれ一つだけ聞こうと思ってやってまいりました。 

 

●事務局 

お示しいただいたとおり、答申の一つ目が重要で、すべてこれに尽きるのかなと思っています。この基本方針の中にも

書いていますとおり、自治体行政はすべて人権行政だということを、全職員にわかってもらうというのが当課の役割だ

と考えている中で、方針の一つ目はこういうことをやったからできました、というのではなく、計画自体はそもそも１０年

間になっているので、１０年かけてそれ以後も当然なんですけど着実に毎年何かしら実施していく、着実に成果、取り

組みを積み上げていくということが重要だと考えています。 

今回令和６年度の実績ということなんですけど、今年度当然色々な人権課題があって、一年で網羅はなかなかでき

ない中、今年度についてはこの中から同和問題というテーマを取り上げて、人権協会のアドバイザーの講師をお迎え

して先ほどありました総務課の文書主任の研修のように、人権リーダー向けの研修を今年度については実施した状

況です。 

どこまでこの人権行政が市の中に浸透しているかという目安として、今回この資料２の一覧表をつけさせていただい

ています。これがすべてという訳ではないのですけど、何も取り組めていない課はないという状況にはなっているんで

すけど、当然ムラが生じているという状況です。 障がい福祉課、子育て総合支援センターであれば、丸は広くついて

いるという状況で、自分たちのやっている仕事とこの基本方針を照らし合わせて一定の取り組みはしているという中

ですが、去年の策定の計画の中で𠮷田委員からご意見いただいた、建設部局などはどうしても丸がつきにくいような

形にはなるんですけど、例えば児童公園などを整備するというそのものが人権行政、子どもの人権に繋がっていくん

だという認識を建設部局の職員に持っていただくという趣旨で、この二重丸は特に力を入れている取り組みという形

になるんですけど、ムラなく丸がついていく、職員が意識してつけていけるようになるというのが、うちの取り組みの方

向性になってくるのかなというところで、今𠮷田委員にいただいたような内容をご参考にさせていただきながら、リー

ダー研修もそうですし、市民向けでしたら、ご紹介いただいた再来週のヒューマンライツトーク＆コンサートみたいな市

民向けの啓発事業もあるので、着実に進めていきたいと思っています。 

見える化ということでご意見いただいたことに関しては、今回改定にあたって資料としてお示しさせていただいている

実績報告書であったりですとか、過去の計画では可能な限り公開していくと表現させていただいていたんですけど、

毎年一回実績を公開していくという形で今回改定に際して変えさせていただいているので、市の取り組みを見える化

することによって、この審議会もそうですけど、色んな市の取り組みを見ていただいて、ご意見いただいて、人権業務に

繋げていけたらと考えています。４１ページの一番最後になるんですけど、実施状況等についての透明性を図るため、
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市民に向けて毎年度一回公表しますと、去年より書き口を変えているのでまたご意見いただきながら進めていけたら

なと思っています。 以上です。 

 

●河江副会長 

他に何かご意見等ございませんか。 

 

●平田委員 

わかる範囲でいいのですが、今ＡＩを市の方で活用しているのですか。 

 

●事務局 

職員も少なくなって業務の効率化をしていかないといけない中で、四條畷市でもＤＸ等色んな取り組みをしています。

チャット GPT など色んな便利なツールがある中で、情報政策課が担当になるのですけど、そういう新技術があるの

で、当然１００％活用することにはリスクはあるので、業務の効率化には使っていくけれども、必ずファクトチェック、事実

の確認をした上で使うということが、始まりつつあります。 

 

●平田委員 

AIは使っていたら、こちらが質問したら覚えているんですよ。半年くらい前、チャットに「あほ」と入れたら「すみません」

と返ってきてるんです。今日「あほ」って入れたら「お前があほや」って返ってきた。 ＳＮＳについて、ブロックという、前

まではそんな機能なかったんですけど、この人どんな人と入れたら、投稿した時間とかから割りだして、きっとこういう

職業でしょうとか、この時間に勤務しているとか、過去の発言の断片を集めてここら辺に住んでいるだろうとかそうい

うことも含めてやっていくんですよ。それで、僕が遊びでブロックに打ち込んでいたものもきっちり覚えていて、そのデ

ータをＸの方にやっていくので、ＡＩの先端をいってる人がＡＩ怖いぞという風に言っています。SF 半分でその記事を読

んでいたんですけど、何が怖いかというと、最近電源を切られないよう AIが嘘をついて相手に電源を切らないように

させる。今の段階ではＳＦ半分ですよ。便利だからと思って使っていたら AI は色々抜き出します。個人情報を扱うとき

AIの活用は僕らとＡＩの距離感が、まだ出たばかりで確定していないから、 便利だと使っていたら怖い。なので、役所

の方はどうなっているのか気になりました。 

 

●事務局 

便利な一方すべてが１００パーセント合っているかの保証がないので、そこは意識していかないといけないよと職員に

は警鐘しています。  

 

●平田委員 

こちらが打ち込んでいる分、向こうもデータを収集しているので、距離を保たないといけないと。 

 

●事務局 

去年の改定の議論の中でもインターネットの話が出たんですが、インターネットも広い概念なんですけど、色んな状況

が変わってきていて、昔は役所に電話をかけて、例えば同和地区があるのかと聞けば問題になっていたが、今は時代

が変わってきていて、インターネットで、今回も入れているんですが、アカウンティングといってネットでさらされるような

状況になったり、今よく大阪府とかの研修であるのが、チャット GPT で同和地区どこと入れたら出てきたり、そういう

危惧とか形がだいぶ変わってきているので。 



9 

 

 

●平田委員 

自殺の仕方を教えたり薬のオーバードーズの仕方を教えたりが問題になっていたり、全体的に行政はＡＩをどんどん

使っていこうという方向になってきているのが怖いかなと思います。 

 

●事務局 

副会長の時と時代が変わってきていますが、おそらく児童、生徒に教育しないといけないのかなと。そういう観点も盛

り込んではいます。 

 

●鈴木委員 

根本的なところで、いただいた資料の２なんですけど、網掛けのところは６年度の目標として、前進と設定された項目

というところがあるんですけど、 総務課と選挙管理委員会はそこに何もないのと、あと、設定していないけど前進して

いるところが他のとこにもあるんですけど、それとプラスこの網掛けのところで維持というところがあるんですけど、こ

れは何か各課で報告はあるのですか。 

 

●事務局 

網掛けの考え方というか、過去この審議会からご意見いただいたのを元に目的意識をもって人権行政を進めていく

のが必要だということで、最近３～４年の間くらいに前進という考え方ができたというふうに認識しています。おっしゃっ

ていただいた、網掛けだけど丸がついていないのは、こういうことに取り組もうと思ったけどできなかった、そこに丸だ

けがついているのは特段能動的なことはできなかったけれど最低限できたかなという形になるので、確かにわざわざ

そこの課が自発的に前進というような認識であげているので、あがっていないところについては、一定何か補足して

いくような仕組みがあってもいいのかなという感じで、ご意見として伺っておきます。 

 

●青栁委員 

事前に事務局にはお話しさせてもらっていましたが、資料２なんですけど、丸がどんどん増えていくことを目標にやっ

ていただいて、確認もしていただいているんですが、田原支所は高齢者の人権しか丸が付いていないんです。こうい

うところって各部署で、うちはできてるできてない、目標に入るか入らないというのがものすごく温度差があると思って

いて、そこのところはきちんと人権課の方から確認とか、この実績一覧表が実際各課に共有されているのか、また共

有されたことによってここの課はこういうことで前進しているのか、じゃあうちは前進することがあるのかないのかとい

うことも多分目安になると思うのですが、そういうこともきちんと伝えているのでしょうか。 

表に数を書かせていただきましたとおっしゃったのですが、実際前進の数なのか、じゃあまるで全然なかったところに

新しく増えているのかも全然わかっていなくて。前年度の表と比べたらいいんですけど、表的には今後わかりやすくし

てもらえたらと思います。働きかけについても、丸が一つしかない課と、すごくたくさん入っている課とかあったりするの

で、リーダー研修とかの場でこんな話はあったりするのでしょうか。 

 

●事務局 

今いただいたご意見で先ほどの話にもありましたけれど、福祉部局はわりと意識が高いというか、色んな項目で丸が

ついていたり、自分の課の業務と関連するものという認識、考えで回答してくださっているんですが、今青栁委員がお

っしゃってくださったように、例えば田原支所ですとか、先ほど話のあった都市整備部局ですとか、やはり何もついてい

ない項目も多いということで、所属において温度差があるのは確かと認識しております。全庁的に基準的なものを定
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めている訳ではないので、各課の判断に現状委ねている状況ではあるんですけど、全庁的に統一的といいますか、よ

り主体的に、自分のところは関係ないというのではなく、より主体的に能動的に考えてもらう、そのためにはどうしてい

かないといけないかこの実績報告の取りまとめも含めてですけど、そこは主管している当課の使命にはなりますので、

いただいたご意見も踏まえまして、比較ですとか、進んでいっているのか一見してわかりやすいようなまとめ方ですと

か、もっと改善していけることはないのかを当課の方で検討させていただきたいと思います。今日いただいたご意見を

踏まえて、それを全庁的にフィードバックしていかなくてはいけないので、またフィードバックの仕方につきましても、当

課の方で検討して全庁としてより主体的な形で行政を進めていけるように考えていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。ありがとうございます。 

 

●事務局 

青栁委員にお示しいただいたとおり、書きムラがかなりある状況で、徴収対策課は全部丸を付けていただいていて、

個別の項目すべてを拾ってはいないのですが、リーダーの捉え方次第、多分人権意識の高い方にリーダーになってい

ただいているので、一見徴収対策課はすべて埋まりにくいのかなと思うのですが、何かの取り組みを人権行政を踏ま

えてやってくれているので、そういうところは人権リーダ－研修を通じて、過去に書き方であったりとか、今回基本方針

もちょうどやり変えたところですので、今年度は同和問題の研修をやったんですけど、今後内容を参考にさせていた

だけたらと思います。あと、これの公開についてはホームページを考えているので、併せて庁内で色んなツールがある

ので、外の目というのは、色んなものを進めていく上ですごく重要なことなので、イントラなど色んなツールを使いなが

ら、市民に公開して職員に公開しないという理屈はないので、またさせていただけたらなと思います。 

 

●河江副会長 

他にございませんか。 

 

●𠮷田委員 

あと一点だけ。今出た資料２の話なんですけど、一番大事な行政基本方針の中でも言われていた、人権部局と企画

部局との連携。どこの課も自分のところで事業をする時には、企画部分、ないしは市民に対する配慮としてこれでいい

のかということで人権とも色んな議論を交わされると思いますが、ただこの実績一覧表の中で、上から２番目の人権

部局と企画部局との連携というところでの前進の課の数は０なんです。 

これは、あくまでいうと全部丸が付いていないといけないのではないか。私は２０年ほど前に神奈川県の川崎市にい

たんですよ。その時に聞いた話が、市民が来る寄合所を作るということで市の建設課に建築確認に施主が来たんで

すね。当時、川崎市はまず障がい福祉課に行ってくださいと。普通なら全部自分のところで確認したらいいんですが。

障がい福祉課で何をするかというと、結局例えばその施設が、視覚障がいの人、聴覚障がいの人、身体障がいの人

が利用できるようにちゃんと配慮されているかの審査をまず受けてきてください、その上で建築確認の申請を受理し

ますということなんです。 

日常的に何か仕事をしようとしたら、当然そこに市民の生業があって色んなハンディを抱えたり事情があったりの人

もそのサービスにアクセスしようとするのだから、当然そういう事業を起こすとき、その事業が運営されていることに対

するチェックを入れる時には、やはり人権部局と企画部局というのが、両輪の車なんですね。そこが果たしてすべての

課においてそれを意識しているかが、先ほどの行政概念図に問われています。 

人権推進リーダーの方々というのは、当然その課の人権政策のリードオフマン、ウーマンということで、色んな研修を

受けてきて、かつそれを自分たちの課の事業の中に落とし込んでいくためにはどうしたらいいかということを課の中で

問題提起をして、例えばここにもありました、文字を大きくした方がいいのではないか、ふり仮名を付けるべきではな
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いのかなど、話し合われて実施されていると思います。しかし時代が進めば、先ほどの AI の問題もそうですが、色ん

な課題が次から次へと出てくるので、その課題に対して日々日夜意識を研ぎ澄まして、それぞれの課ごとに色んな意

識調査もやっていると思いますが、こんな意識データが出たからどうしようというようなことを、人権や企画にフィード

バックして一緒に考えるというような、そういう素地がいるのかなと。 

大阪府や大阪市のような大きなところは知らないけど、少なくとも四條畷市という５万数千の人口のこの自治体で、

職員数も少ないかもしれないが、日常こうやって息のかかるようなところで仕事をされている自治体においては、より

連携が取れるのではないでしょうか。例えば自殺者がいた時に、死ななくていい人が、そういうことによって救われる

こともあるのかなという風に思ったんです。これは提言というか意見として聞いていただけたら。私が冒頭に一番言い

たかったことです。以上です。 

 

●事務局 

３１と３２に、𠮷田委員がおっしゃってくださったとおり、総合計画と基本方針の両輪だというような計画上の位置付け

になっているので、企画部局との連携という中で行動指針があげられているという状況です。 ①の方が人権と企画

の連携ということで、２課間で連携するということになっているので、ここについては他の課は書きにくいかなと思いま

すが、 ②でいうと最後の後段に人権と企画部局だけではなく関係する各課において情報の共有を図りますというと

ころに紐づけて実績として回答していただいているような状況なので、ここはまさに自治体行政が人権行政であると

いう理解の前提がないと書きにくいと思うので、そこは我々の方で今日ご意見いただいたリーダー研修などを通じな

がら、各課にそういう意識の浸透を図っていく必要があると考えています。ありがとうございます。 

 

●𠮷田委員 

私も元職員ということで、隣の課と連携するということは、今課長が言ってくださって、逆に自画自賛じゃないですけど、 

そういう事ができる、そういう事をしてきた自治体だと思っています。 

 

●河江副会長 

小さい市だからこそ、連携しやすいという利点を活かした人権行政をやっていただければいいかと。大きければなか

なかうまくいかないのですが、小さい自治体なのでそこを活かしたこと、人権・市民相談課も色々大変でしょうが、少

ない人数の中でチェックしていただいて、この行動指針が、自分のところは一つしか付けていないというリーダーには、

全部に丸がつくようなそういった工夫をする想像力、自分のところの事業でこれはどうなのかという想像力も働かせ

て丸を付けれるように四條畷市がどんどん進んでいけば、住みよい街になっていくのではないでしょうかという感じで

まとめましたが、他に何かご意見ございますか。なければ、それではこれで討論は終わらせていただいて、最後にその

他となっておりますが、事務局を含め皆様何かございませんでしょうか。 

 

●事務局 

少しだけ宣伝といいいますか、この審議会は人権文化をはぐくむ審議会ということなんですけど、ご存じの方もいらっ

しゃると思いますが、男女共同参画というのを所管しているところでして、 共同参画を趣旨に「あじさいプラン」という

別の計画を持っていますが、ちょうど今パブリックコメントを実施しています。１２月１５日までなので、もしまたお時間あ

ればホームページ、または現物の紙ベースを図書館等に置かせていただいているので、ご覧いただけたらと思ってい

ます。今後なんですけれども、基本的にはこういう進め方でさせていただきたいと思いますが、この進捗管理自体が

必ず正しいとは考えていないので、こういう風にすればいいのではという意見があれば、次年度以降ご意見いただき

たいと思っています。来年度は、委員の改選の年度にはあたってくるのですが、その他諸々含めてご案内させていただ
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きますので、ご理解いただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 審議会の場でなくても、市にご連

絡ご意見いただければ改善していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

●河江副会長 

それでは、本日はこれで終わらせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。 


